
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特

例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
他
の
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
適
用
）

（
他
の
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
適
用
）

第
八
条

省

略

第
八
条

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

第
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
保
存
が

５

第
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
保
存
が

行
わ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
国
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
若
し
く
は
同

行
わ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
国
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
若
し
く
は
同

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
当
該
電
磁
的
記
録
又
は
前
条
の
保
存

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
当
該
電
磁
的
記
録
又
は
前
条
の
保
存

義
務
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
同
条
に
規

義
務
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下

た
事
項
に
関
し
国
税
通
則
法
第
十
八
条
第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
存
が
国

後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
、
更
正
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
（
決

税
の
納
税
義
務
の
適
正
な
履
行
に
資
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を

定
）
の
規
定
に
よ
る
決
定
又
は
納
税
の
告
知
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号

満
た
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
（
当
該
保
存
義
務
者
に
よ
り

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
納
税
の
告
知
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
告
知
を
い
う
。

当
該
特
定
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
行
わ
れ
た
日
以
後
引
き
続
き
当
該
要
件
を
満
た
し

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
納
税
の
告
知
を
受
け
る
こ
と
な
く
さ
れ

て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関

た
納
付
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
限
後
申
告
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合

し
国
税
通
則
法
第
十
八
条
第
二
項
（
期
限
後
申
告
）
に
規
定
す
る
期
限
後
申
告
書
若

に
お
い
て
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
重
加
算
税
）
の
規
定
に

し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
、
更
正
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
（
決
定
）
の
規
定

該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
重
加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら

に
よ
る
決
定
又
は
納
税
の
告
知
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
、
こ
れ
ら
の
規

に
限
る
。
）
（
納
税
の
告
知
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
告
知
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

定
に
規
定
す
る
基
礎
と
な
る
べ
き
税
額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
納
税
の
告
知
を
受
け
る
こ
と
な
く
さ
れ
た
納
付
（
以

実
で
当
該
期
限
後
申
告
等
の
基
因
と
な
る
こ
れ
ら
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
限
後
申
告
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

項
に
係
る
も
の
（
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ
れ
た
事
実
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
重
加
算
税
）
の
規
定
に
該
当
す
る
と

の
項
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
」
と
い
う
。
）
以

き
は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
重
加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か

外
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
に

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

基
づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
限
る
。
）
に

る
基
礎
と
な
る
べ
き
税
額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
で
当
該
期

百
分
の
十
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

限
後
申
告
等
の
基
因
と
な
る
こ
れ
ら
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
も

の
（
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
さ
れ
た
事
実
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
係
る
事
実
に
基
づ
く
税
額

と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
限
る
。
）
に
百
分
の
十
の



割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

６

省

略

６

同

上


